　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
（請負者又は受注者）
　商号又は名称
　代表者職氏名　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　能登町長　吉田　義法　　印
「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」等の
運用に係る特例措置による契約金額の変更について（協議）
令和８年　月　日付けで契約締結した下記工事（業務）について、特例措置として「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和８年度設計業務委託等技術者単価」に基づく契約金額に変更することができますので、契約約款の規定により協議します。
ご異議がなければ、変更契約書を２通作成し、記名押印のうえ、工事（業務）所管課の監督員まで提出して下さい。

なお、本協議書を通知した日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が契約金額の変更額を定め、請負者（受注者）に通知します。
また、契約金額の変更がなされた場合には、国土交通省不動産・建設経済局長通知「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」（令和８年２月　　日付け国不入企第　　号）の趣旨に則り、元請企業と下請企業の間で締結している契約金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について、適切な対応をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
	１．工事名
( 業　　務　　名 )
	令和○○年度　○○○○○○○○事業

○○○○○○○○○○○○○工事（業務）

	２．工事場所
（ 業　務　場　所 ）
	能登町字　○○○　地内

	３．工期
（ 履　行　期　限 ）
	自　令和　　年　　月　　日

至　令和　　年　　月　　日

	４．当初契約金額
	￥　　　　　　　　　　－

	５．契約金額に対する増額
	￥　　　　　　　　－
うち取引に係る消費税

及び地方消費税の額　￥　　　　　　　　－


（変更契約書の提出先又は問い合わせ先）

　　　　　　　　　　　　　　　　　能登町○○○課（TEL 0768-○○-○○○○）
